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環境保全課 

電話４２－１８０６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】環境保全課環境保全係  電話４２－１８０６ 
 

マナー違反は、同じステーションを使用する近所の方々に迷惑をか

けるだけではなく、におい等でクマを引き寄せることにも繋がります。 

みんなでマナーを守ってステーションを快適に使いましょう。 
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※生ごみ用指定袋は１年くらいで劣化し使用できなくなりますので、大量に保存しないよう

に注意してください。 

 

 


